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第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅰ　すべての子どもが健やかに、幸せに育つことを応援するために

　基本施策１　子どもの育ちを応援する事業

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容
備考 担当課

令和２年度実績 令和３年度予定
No. 事業名 事業内容

4

子育て家庭への優待
カードの配布（パパ・
ママ応援ショップ事
業）

妊娠中又は１８歳未満の子どもがいる家庭
に対して、協賛店舗で商品割引等が受けら
れる優待カードを配布するとともに、事業に
協力をする協賛店舗の受付を行う。

パパ・ママ応援ショップ優待カードを
発行した。
（491件）

Ｂ 継続
令和２年度に引き続き、パパ・ママ
応援ショップ優待カードの発行を行
う。

こども支援課

5 こども医療費の助成
必要な医療を安心して受けられるよう、子
どもが医療機関にかかった際に窓口で支払
う保険診療の自己負担分を助成する。

必要な医療を安心して受けられるよ
う、子ども（１８歳となる年度末まで）
が医療機関にかかった際に窓口で支
払う保険診療の自己負担分を助成し
た。

支給件数　256,349件
支給額　504,564,992円

Ｂ 縮小

財政非常事態宣言により、令
和３年度から高校生の通院に
係る医療費助成を休止するこ
とととなった。

必要な医療を安心して受けられる
よう、子ども（通院は15歳となる年
度末まで、入院は１８歳となる年度
末まで）が医療機関にかかった際に
窓口で支払う保険診療の自己負担
分を助成する。

こども給付課

6 児童手当の支給
児童手当を支給することにより、家庭生活
の安定と子どもの健全な育成を図る。

家庭生活の安定と子どもの健全な育
成を図るため、中学生までの児童を養
育する者に児童手当を支給した。

支給件数　２３９,３００件
支給額　２,５３６,２９５,０００円

Ｂ 継続

家庭生活の安定と子どもの健全な
育成を図るため、中学生までの児
童を養育する者に児童手当を支給
する。

こども給付課

7 小児医療の充実

夜間や休日においても小児科医を確保する
体制を構築するため、小児救急医療支援事
業としての当番病院に対し、運営費の一部
を補助する。

地域住民の小児救急医療の確保のた
め、朝霞保健所管内６市１町の協定に
基づき、補助を行った。

Ｂ 継続 引き続き、同内容で補助を行う。 保健センター

8 医療情報の提供
広報紙及び市ホームページなどで休日診
療・救急病院等の情報を提供する。

保健センター発行の健康応援ガイドや
市ホームページ等において、休日診療
及び救急病院等の情報の提供を行っ
た。

Ｂ 継続 引き続き、同内容で実施する。 保健センター

9
児童・生徒の健康の
維持及び増進

市立小・中学校において、健康観察、保健調
査や健康診断等に基づく健康相談を実施す
る。

８月～２月に、児童・生徒の健康診断
を実施した（23校）。
（身長・体重・視力の測定、学校医及び
学校歯科医による内科・眼科・耳鼻科・
歯科の健康診断、尿検査、脊柱側わん
症検診、心臓検診、結核検診）

Ｂ 継続

４月～６月に、児童・生徒の健康診
断を実施する（23校）。
（身長・体重・視力の測定、学校医及
び学校歯科医による内科・眼科・耳
鼻科・歯科の健康診断、尿検査、脊
柱側わん症検診、心臓検診、結核検
診）

学務課



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅰ　すべての子どもが健やかに、幸せに育つことを応援するために

　基本施策１　子どもの育ちを応援する事業

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容
備考 担当課

令和２年度実績 令和３年度予定
No. 事業名 事業内容

乳幼児健診や育児学級等において、保護者
に対して望ましい食生活及び食育に関する
情報を提供する。

給食時の給食指導、調理保育、野菜の
栽培を実施した。

Ｃ

新型コロナウイルス感染症対策
のため、４～６月は臨時休園し、
通常保育後についても調理保育
を除き実施した。

継続
引き続き、新型コロナウイルス感染
症対策を講じた上で、可能な範囲
で実施予定。

保育課

市内幼稚園・保育園の子どもとその保護者
に対し、栄養士によるエプロンシアター（エ
プロンを舞台にした人形劇）を行うことによ
り、日常の正しい食習慣を形成する。

希望する市内幼稚園3園でエプロンシ
アターを実施。

参加者数　延べ302人

Ｃ
新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、希望する幼稚園が
減少した。

休止又は中止
財政非常事態宣言のため、
休止。

保健センター

市内小・中学校では、朝食欠食率の減少を
目指し、栄養等について学ぶ場の充実を図
る。また、保健、教育の連携により食に関す
る学習機会や情報提供を行う。

子どもたちが、食に関する正しい知識
と望ましい食習慣を身に付けさせるこ
とができるように、農業体験の実施
や、地域の協力を得ながら、朝食欠食
率の減少を目指し、栄養等について学
ぶ場の充実を図った。

Ｂ 継続

子どもたちが、食に関する正しい知
識と望ましい食習慣を身に付けさ
せることができるように、農業体験
の実施や、地域の協力を得ながら、
朝食欠食率の減少を目指し、栄養
等について学ぶ場の充実を図る。

教育支援課

11
乳幼児の栄養相談・
栄養指導の実施

乳幼児健診や乳幼児相談において、栄養士
による相談、指導及び食育啓発を行い、乳
幼児の家庭での食事を通した健康づくりや
食育の支援を行う。

乳幼児相談10回実施時に、栄養士相
談を実施した(新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため2回中止)。
乳幼児健診は、新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、集団健診から個
別健診へ移行したため、健診受診後の
電話相談を実施した。

利用者数　延べ270名

3歳児健診も個別健診となっため、栄
養士及びにいざ食育推進リーダーに
よる食育紙芝居は中止した。

Ｃ

乳幼児相談は、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため、2
回中止し、実施した10回も予約
制で人数を制限して行ったこと
により、利用者が減少した。

乳幼児健診は、個別健診となっ
ため、栄養士相談は電話対応と
なり、利用者が減少した。

3歳児健診も個別健診となった
め、集団健診時の食育紙芝居は
中止。

縮小

新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、乳幼児相談は
予約制で人数を制限して実
施。

3～4か月児健診、9～10か
月児健診は個別健診で実施。
1歳6か月児健診、3歳児健診
は、集団健診で実施。

3歳児健診は集団健診となっ
たが、新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、食育紙
芝居は中止。

乳幼児相談(12回)実施時に、栄養
士相談を実施する。

3～4か月児健診、9～10か月児健
診は個別健診のため、電話相談で
栄養士相談を実施する。

1歳6か月児健診(25回)、3歳児健
診(28回)は、集団健診実施時に栄
養士相談を実施する。

3歳児健診の集団健診時の食育紙
芝居は中止。

保健センター

12
子どもの放課後居場
所づくりの推進

小学校施設（教室や校庭など）を活用し、地
域の方々の協力を得ながら、子どもたちが
安全・安心に集える居場所をつくる。学習や
遊び、体験・交流活動などの機会を提供す
ることにより、子どもたちが地域社会の中
で心豊かで健やかに育まれる環境づくりを
推進する。

東野小、石神小、東北小、新堀小、第四
小、野寺小、栗原小、新開小、大和田
小、八石小、栄小、西堀小、新座小のほ
か、新たに片山小、野火止小、池田小
及び陣屋小で新規開設した（１７校）。
また、新たに石神小、第四小、新堀小
で長期休業日の午後も開設を開始し、
市内全１７小学校で長期休業日の１日
開室を実施した。

Ｂ 継続

引き続き、全１７小学校で事業を継
続する。人材確保に取り組み、配慮
が必要な児童へのサポートを強化
する。

生涯学習スポーツ課

10
健全な食生活や食品
ロス削減等を含めた
食育事業



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅰ　すべての子どもが健やかに、幸せに育つことを応援するために

　基本施策１　子どもの育ちを応援する事業

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容
備考 担当課

令和２年度実績 令和３年度予定
No. 事業名 事業内容

13

子どもの放課後居場
所づくり事業におけ
る特別な配慮を必要
とする児童の受入れ

障がいのある児童や虐待・いじめを受けた
児童、日本語能力が十分でない児童等、特
別な配慮を必要とする児童が安心して過ご
すことができる居場所を提供する。
そのために、特別な配慮を必要とする児童
の保護者や学校等と話合いを行うととも
に、専門的な知識の習得を図るための研修
を実施する。

必要に応じて児童の保護者や学校等
と話し合いを行った。
専門的な知識の習得を図るため、全ス
タッフを対象に研修会を実施した。ま
た、必要な学校（１校）には特別支援サ
ポーターを配置した。

Ｂ 継続

引き続き、必要に応じて児童の保
護者や学校等と話し合いを行う。
専門的な知識の習得を図るため、
研修会を実施する。また、必要な学
校には特別支援サポーターを配置
する。

生涯学習スポーツ課

14
放課後児童保育室
事業の内容の充実

「遊びの場」、「生活の場」としての役割を向
上させるため、外部の専門家や地域のボラ
ンティア団体を招き、読み聞かせや紙芝居
などのイベントを実施する。
また、こうした取組を地域に広く周知するた
め、年間スケジュールや実施結果を市ホー
ムページにおいて公表する。

一部の保育室において、Zoomなど
を活用し、オンラインでの読み聞かせ
イベント等を実施した。

Ｃ

新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため、対面でのイ
ベントを全て中止した。
また、市のホームページを活用
しての取組の周知は実施してい
ない。

継続
引き続き、新型コロナウイルス感染
症対策を講じた上で、可能な範囲
でのイベントを実施予定。

保育課

校庭などの共有活動スペースで一緒
に活動するときは、支援員とコーディ
ネーターとの相互見守りを実施した。
避難訓練は学校側が見合わせたとこ
ろが多く単独で実施した。
教育委員会との意見交換会は定期的
に実施しているが、特に放課後児童保
育室と放課後子ども教室の指定管理
者が同じ学校においては、頻度を増や
し開催した。

Ｃ

新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため、人が多く集
まる避難訓練等は個別対応と
なった。

継続
引き続き、新型コロナウイルス感染
症対策を講じた上で、可能な範囲
での事業を実施予定。

保育課

校庭を始めとする共有活動スペース
において、放課後児童保育室とココフ
レンドでの相互見守りを行った
また運営委員会及び実行委員会を開
催（一部書面開催）し、情報共有・連携
の強化を図った。

Ｃ

新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、一部の学校を除
き、放課後児童保育室登録児童
のココフレンドへの参加制限を
実施した。
また、合同避難訓練の実施を控
えた。

継続

引き続き、共有活動スペースでの相
互見守りを行う。
令和２年度に実施した、放課後児童
保育室登録児童の放課後居場所づ
くり事業（ココフレンド）への参加制
限を感染状況を鑑みながら緩和し、
合同避難訓練を実施する。
また、運営委員会、実行委員会及び
意見交換会等を開催し、情報共有・
連携の強化を図る。

生涯学習スポーツ課

15
放課後児童保育室と
子どもの放課後居場
所づくり事業の連携

放課後を安心・安全に過ごし、多様な体験・
活動ができるように、放課後児童保育室及
び放課後居場所づくり事業（ココフレンド）
の整備を計画的に進め、両事業を実施する
同一小学校において、校庭を始めとする共
有活動スペースでの相互見守りによって遊
び等の活動や合同避難訓練を実施する。

また、教育委員会、福祉部局及び両事業関
係者などを委員等とする運営委員会、実行
委員会及び意見交換会を定期的に開催し、
情報共有・連携の強化を図る。



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅰ　すべての子どもが健やかに、幸せに育つことを応援するために

　基本施策１　子どもの育ちを応援する事業

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容
備考 担当課

令和２年度実績 令和３年度予定
No. 事業名 事業内容

市内大学やNPO 等と連携して、「子ども大
学にいざ」を開講し、子どもの知的好奇心を
満足させる学びの場を提供する。

オンラインにて令和３年２月に１日間開
講し、２９名の児童が参加した。

Ｂ 休止又は中止
財政非常事態宣言を受け、令
和３年は休止する。

生涯学習スポーツ課

文化芸術活動に子どもが喜んで参加する仕
組みづくりを行う。

市民まつり文化祭については、新型コ
ロナウイルス感染症の影響に伴い、令
和2年度は中止となった。

Ｄ

市民まつり文化祭全体で、新型
コロナウイルス感染症の影響に
伴い、令和2年度は中止となっ
た。

休止又は中止
財政非常事態宣言を受け、令
和３年は休止する。

生涯学習スポーツ課

17
体力低下予防及び
運動を通じた人間形
成の取組

指定管理者制度による事業受託者と連携
し、幼児期から学童期における体力低下予
防や、運動を通じた人間形成を築くことを
目的とした体操教室を開催する（KidsStar
Project）。

市民総合体育館にて５、６歳児及び小
学１、２年生を対象とし、鉄棒やボール
などを使った体操教室を実施した。
全6コース（年2０回／コース）実施し、
199名が参加した。

Ｃ

新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、１学期に予定してい
た１０回（１コース）分を中止し
た。

継続
引き続き、幼児、児童を対象とした
体操教室を実施し、体力低下予防
や運動を通じた人間形成を図る。

生涯学習スポーツ課

地域の外国人との交流を通して、異文化理
解を深めるとともに、コミュニケーション能
力の育成を図る。

教育課程特例校の指定廃止により、第
1・2学年は年間10時間、第3・4学年
は年間35時間の外国語活動を実施し
た。第5・6学年は教科として年間70
時間の外国語を実施した。

Ｂ 継続

第1・2学年は年間10時間、第3・4
学年は年間35時間の外国語活動
を実施する。第5・6学年は教科とし
て年間70時間の外国語を実施す
る予定。

教育支援課

自然保護やリサイクルなどの資源の再利用
についての理解を深め、環境やアメニティに
配慮するなどの環境教育を推進する。

自然保護やリサイクルなどの資源の再
利用についての理解を深め、環境やア
メニティに配慮するなどの環境教育を
推進した。

Ｂ 継続

自然保護やリサイクルなどの資源
の再利用についての理解を深め、
環境やアメニティに配慮するなどの
環境教育を推進する。

教育支援課

19
小学校第１学年への
副担任の配置

児童の基本的な学習指導や生活習慣の確
立を図るため、小学校第１学年の学級に副
担任を配置する。

児童数に応じて小学校１４校に合計で
１６名の副担任を配置した。

Ｂ 継続

小学校１２校に合計で１４名の副担
任を配置する。
副担任配置基準により任用してい
るため、令和２年度より副担任の配
置が少ない。

学務課

16
知的好奇心を伸ばす
取組の推進

18
国際理解教育及び
環境教育の推進



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅰ　すべての子どもが健やかに、幸せに育つことを応援するために

　基本施策１　子どもの育ちを応援する事業

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容
備考 担当課

令和２年度実績 令和３年度予定
No. 事業名 事業内容

20
教育相談事業の充
実

学校カウンセラー等との連携を一層密にし、
教育相談の充実を図る。

教育相談室に教育相談員４人と学校
カウンセラー２人、スクールソーシャル
ワーカー１名を配置し、特に学童期･思
春期における心の問題について電話
や来談による相談体制の充実を図っ
た。

令和２年度教育相談室相談件数
２，７５８件

Ｂ 継続

引き続き、教育相談室に教育相談
員４名と学校カウンセラー3名、ス
クールソーシャルワーカー2名を配
置し、特に学童期･思春期における
心の問題について電話や来談によ
る相談体制の充実を図る。

教育相談センター

21
教育的支援が必要
な生徒への配慮

通常学級に在籍している特別な教育的支援
を必要とする児童・生徒への支援について、
指導及び助言する巡回相談カウンセラーを
学校に派遣する。

巡回相談カウンセラー派遣を５７回実
施した。

Ｂ 継続
巡回相談カウンセラー派遣を学校
の要請に従い６０回実施する。

教育相談センター

教育相談員と学校カウンセラーが電話・来
室相談やカウンセリングを行い、必要な場合
は、学校訪問や家庭訪問も行う。

教育相談室に教育相談員４人と学校
カウンセラー３人、スクールソーシャル
ワーカー２名を配置し、特に学童期･思
春期における心の問題について電話
や来談による相談体制の充実を図っ
た。

令和２年度教育相談室相談件数
２，７５８件

Ｂ 継続

引き続き、教育相談室に教育相談
員４人と学校カウンセラー３人、ス
クールソーシャルワーカー２名を配
置し、特に学童期･思春期における
心の問題について電話や来談によ
る相談体制の充実を図る。

教育相談センター

地域の大学の臨床心理系学部等と連携する
ことにより、大学生をピア・サポーターとし
て各学校等に派遣し、不登校児童・生徒、集
団不適応児童・生徒への支援活動を行う。ま
た、大学教授がスーパーバイザーとして専門
的な
立場から教員等に指導助言を行う。

地域の大学の臨床心理学系、教員養
成系学部と連携することにより、大学
生・大学院生をサポーターとして各学
校等に派遣し、不登校児童生徒・集団
不適応児童生徒への支援活動を行っ
た。

派遣回数　３８４回

Ｃ

令和２年度はコロナウイルス感
染症拡大防止のため、４～５月
は休校であったことと、学生の
参加も少なかったことから、昨
年度より支援回数が減った。

継続

引き続き、地域の大学の臨床心理
学系、教員養成系学部と連携し、大
学生・大学院生をサポーターとして
各学校等に派遣し、不登校児童生
徒・集団不適応児童生徒への支援
活動を行う。

教育相談センター

23
乳幼児健康診査時
の絵本の配布

絵本の読み聞かせを通じて親子のふれあい
を深めるよう、乳幼児健康診査の機会に、
赤ちゃんと保護者にメッセージを伝えなが
ら絵本をプレゼントする。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、乳幼児健康診査が個別健診とな
り、郵送で実施した。

配布数：1，088人

Ｃ

対面で赤ちゃんと保護者に、絵
本の読み聞かせを通じて親子の
ふれあいを深めるというメッ
セージを伝えることが本事業の
目的であるが、郵送のためその
機会を失ってしまったため。

休止又は中止

新型コロナウイルス感染症の
収束が見込めず、本市の財政
状況も鑑み、本来の対面での
実施が難しいため休止とし
た。

中央図書館

22
登校支援が必要な
生徒への配慮



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅰ　すべての子どもが健やかに、幸せに育つことを応援するために

　基本施策２　幼児教育・保育事業

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容

1
待機児童解消に向け
た取組

待機児童解消のため、定員が不足している
年齢層等を把握し、ニーズに合わせた施設
整備を行う。

はなにこマロン保育園（定員３０名）の
開園した。

待機児童の多い栗原地区に、１歳児～
５歳児の保育所を整備した。
０歳児については充足ているため、設
定していない。

Ｂ 継続
ニーズのある地域に整備を進める。
なお、０歳児については市全体で充
足しているため、設定しない予定。

保育課

2
保育士確保のための
取組

保育士確保のため、保育士就職相談会や、
処遇改善等の取組を実施する。

就職相談会については開催を中止し
た。
また、保育士の宿舎を借り上げている
事業者を対象に保育士宿舎借上支援
事業補助金を実施することで、処遇改
善及び保育士の確保を図った。

実施園：１１園　対象者数：１５人

Ｃ
新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため、就職相談会
は中止した。

継続

就職相談会については、新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大防止策
を取りながら実施する予定。
保育士宿舎借上支援事業補助金
は、通常どおり実施する。

保育課

3
外国にルーツを持つ
子ども等への支援

海外から帰国した子どもや、外国籍の子ど
もたちが教育・保育施設を円滑に利用でき
るよう、教育・保育施設を運営する事業者
や、幼稚園教諭、保育士に対して、通訳ボラ
ンティアの紹介や、外国の文化・習慣・指導
上の配慮すべき点に関する研修を実施す
る。

通訳ボランティアを実施している施設
の紹介を行った。研修については、実
施方法等の検討を行っている。

Ｂ 継続

引き続き、通訳ボランティアを実施
している施設の紹介を行う。また、
研修についても他市の実施方法等
参考に検討を行っていく。

保育課

4
幼稚園における長時
間預かりの促進

幼稚園利用の推進、保育園の待機児童解
消、子育て家庭の就労機会拡大のため、幼
稚園教育時間の前後や春季･夏季及び冬季
休園時に預かり保育を実施する市内私立幼
稚園に対し、人件費等の補助を行う。

保護者の就労・疾病等により、日中保
育に欠ける幼児に対し、幼稚園教育時
間の前後や春季・夏季及び冬季休園時
に預かり保育を実施した。
市内幼稚園４か所

Ｂ 継続

保護者の就労・疾病等により、日中
保育に欠ける幼児に対し、幼稚園教
育時間の前後や春季・夏季及び冬
季休園時の預かり保育を引き続き
実施していく。
市内幼稚園４か所

保育課

5
保育園における幼児
教育の充実

保育園から小学校の教育へ円滑に移行でき
るよう、保育園における幼児教育の充実を
図る。

保育園から小学校の教育へ円滑に移
行できるよう、保育園における幼児教
育の充実を推進した。

Ｂ 継続
保育園から小学校の教育へ円滑に
移行できるよう、保育園における幼
児教育の充実を推進する。

保育課

備考 担当課

令和２年度実績 令和３年度予定

No. 事業名 事業内容



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅰ　すべての子どもが健やかに、幸せに育つことを応援するために

　基本施策２　幼児教育・保育事業

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容

備考 担当課

令和２年度実績 令和３年度予定

No. 事業名 事業内容

6 産休明け保育の充実
出産後の養育者の就労と子育ての両立支援
を図るため、産休明け保育事業の充実を図
る。

認可保育園62園中２1保育園で産休
明け保育を実施した。

Ｂ 継続
認可保育園62園中２1保育園で産
休明け保育を実施する。

保育課

7 延長保育の充実
保護者のニーズに対応するため、延長保育
の充実を図る。

保護者の就労形態の多様化、通勤時
間の増加に伴う保育時間の延長に対
する需要に対応するため、保育園等で
の保育時間を延長して児童の預かり
を行った。

Ｂ 継続

就労形態の多様化、通勤時間の増
加に伴う保育時間の延長保育の需
要に対応するため、引き続き各保
育園で実施する。

保育課

8 休日保育の充実
休日の保育の需要に対応するため、保育園
における休日保育事業の充実を図る。

新座保育園で実施した。
令和２年延べ児童利用数１４２人

Ｂ 継続 引き続き新座保育園で実施する。 保育課

9
夜間の預かり事業の
実施検討

保護者の就労などにより、夜間の保育を必
要とする子育て家庭のために夜間預かり事
業の実施を検討する。

実績なし Ｂ 継続 実施について検討中 保育課

10
病児・病後児保育の
充実

病後児保育事業の充実を図るとともに、病
児を対象とした預かり事業の導入を検討す
る。

児童が病気の回復期にあり、保育園等
での集団保育の困難な期間、当該児
童を病院、保育園等に付設された専用
スペースで看護師等が一時的に保育
を行った。

Ｂ 継続

病気の回復期にある児童の預かり
保育の需要に対応するため、引き
続きすこやか保育園及びオリーブ
の木保育ルームにて実施する。

保育課



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅰ　すべての子どもが健やかに、幸せに育つことを応援するために

　基本施策２　幼児教育・保育事業

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容

備考 担当課

令和２年度実績 令和３年度予定

No. 事業名 事業内容

11
教育・保育施設にお
ける一時預かり事業
の充実

保護者のニーズに対応するため、一時預か
り事業の充実を図る。

【幼稚園型】
　幼稚園又は認定こども園に在籍する
満３歳以上の児童で、教育時間の前後
又は長期休業日等に当該幼稚園又は
認定こども園において一時的に保育
を行った。

【一般型・余裕活用型】
　保護者の急病や断続的勤務・短時間
勤務等の勤務形態の多様化等に伴
い、一時的に家庭において保育を受け
ることが困難となった乳幼児又は幼
児について、主として昼間において保
育園その他の場所で一時預かりを
行った。

Ｂ 継続

家庭において、一時的に保育を受
けることが困難な児童の預かりに
対応するため、引き続き各保育園
で実施する。

保育課

12
保育サービス評価の
仕組みの導入検討

保育サービスの評価等の仕組みの導入につ
いて、検討を進める。

福祉施設第三者評価の成果・結果の採
用に努めた。

Ｂ 継続
福祉施設第三者評価の成果・結果
の採用に努める。

保育課

13
家庭保育室委託事
業の実施

緊急的な保育施設の利用希望があった場合
など、突発的な保育の受け皿となる家庭保
育室への保育事業の委託を実施する。

保護者の就労・疾病等により、保育に
欠ける乳幼児の保育業務を保育室に
委託し、実施した。
また、家庭保育室を利用する保護者の
負担を少なくするため、保育料の軽減
の対象年齢の拡大を図った。
市内保育室3か所
市外保育室1か所
令和２年度利用乳幼児数延べ　　115
名

Ｂ 継続

保護者の就労・疾病等により、保育
に欠ける乳幼児の保育業務を保育
室に委託し、実施する。
また、家庭保育室を利用する保護
者の負担を少なくするため、保育料
の軽減の対象年齢の拡大を図る。
市内保育室2か所
市外保育室１か所

保育課

14
家庭保育室の小規
模保育事業への移
行推進・支援

埼玉県による家庭保育室事業が令和元年度
末に終了となる見込みであることから、各
保育室の小規模保育事業への移行推進・支
援を行う。

家庭保育室の小規模保育事業への移
行推進・支援を行った。

Ｂ 継続
家庭保育室の小規模保育事業への
移行推進・支援を行う。

保育課



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅰ　すべての子どもが健やかに、幸せに育つことを応援するために

　基本施策２　幼児教育・保育事業

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容

備考 担当課

令和２年度実績 令和３年度予定

No. 事業名 事業内容

15

認定こども園等への
移行を目指す私立幼
稚園における預かり
保育の促進支援

幼保連携型認定こども園等への移行に向け
て、私立幼稚園が行う長時間預かり保育の
運営費に対する補助を行う。

実績なし Ｂ 継続

幼保連携型認定こども園等への移
行に向けて、私立幼稚園が行う長
時間預かり保育の運営費に対する
補助を行う。

保育課



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅰ　すべての子どもが健やかに、幸せに育つことを応援するために

　基本施策３　児童虐待防止に向けた取組

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容

代表者会議：０回
実務者会議：１２回
個別ケース検討会議：２７回
ＣＡＰ研修会：０回

Ｃ
代表者会議とＣＡＰ研修会は、新
型コロナウイルス感染症蔓延防
止のため中止。

継続
代表者会議：２回（うち１回は研修）
実務者会議：１２回
個別ケース検討会議：適時

こども支援課

毎月の要保護児童対策地域協議会実
務者会議に出席した。
また、随時、関係機関との連携や適切
な対応を図った。

Ｂ 継続

引き続き、毎月の要保護児童対策
地域協議会実務者会議に出席す
る。
また、随時、関係機関との連携や適
切な対応を図る。

保健センター

毎月の要保護児童対策地域協議会実
務者会議に出席した。
また、随時、関係機関との連携や適切
な対応を図った。

Ｂ 継続

引き続き、毎月の要保護児童対策
地域協議会実務者会議に出席す
る。
また、随時、関係機関との連携や適
切な対応を図る。

教育相談センター

いじめや虐待などの暴力から身を守る方法
を実践的に学ぶためのＣＡＰプログラムを実
施する。

－ Ｄ
新型コロナウイルス感染症蔓延
防止のため中止した。

休止又は中止
財政緊急事態宣言により、予
算が削減された。

新型コロナウイルス感染症の蔓延
が収束した後、ＣＡＰプログラムに
代わる研修の実施を検討する。

こども支援課

民生委員・児童委員などが参加する学校懇
談会で情報交換を行い、地域での要保護児
童の見守りなどで連携を図る。

市内各小・中学校の教員と地域の民生
委員・児童委員との懇談会による情報
交換と、その後における地域での要保
護児童の見守りなどの連携を図る。

Ｄ
新型コロナウイルス感染拡大防
止のため中止とした。

継続

市内各小・中学校の教員と地域の
民生委員・児童委員との懇談会に
よる情報交換と、その後における地
域での要保護児童の見守りなどの
連携を図る。

教育支援課

2 里親家庭への支援
養育技術の向上及び会員の交流を図るた
め、所沢児童相談所と協力し、里親に対して
研修や交流の場を提供する。

－ Ｄ
新型コロナウイルス感染症蔓延
防止のため研修等を中止した。

継続
新型コロナウイルス感染症の蔓延
状況を随時確認し、市内里親の研
修や交流の場を提供する。

こども支援課

備考 担当課

1
要保護児童に対する
支援

要保護児童対策地域協議会で子どもや家族
への援助の方法や対策を協議し、福祉、保
健、医療、教育、警察など関係機関が連携し
て適切な対応を図る。

令和２年度実績 令和３年度予定

No. 事業名 事業内容



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅰ　すべての子どもが健やかに、幸せに育つことを応援するために

　基本施策３　児童虐待防止に向けた取組

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容

備考 担当課

令和２年度実績 令和３年度予定

No. 事業名 事業内容

3
どならずにほめて育
てる子育て練習法の
普及

どなったり叩いたりせずにしつけられるコ
ミュニケーション方法を、「親がまなぶ子育
て練習法」のプログラム（児童虐待予防策の
一つとして、暴力や暴言によらない育児方
法の普及を図る）において伝えることで、子
育てを支援し、ひいては児童虐待を予防す
る。

前期は中止したものの、後期は保護者
のみの参加で開催。参加者からはおお
むね高評価を得た。

Ｃ
新型コロナウイルス感染症蔓延
防止のため前期の子育て練習法
を中止した。

継続
新型コロナウイルス感染症の蔓延
状況を随時確認し、暴力や暴言によ
らない育児方法の普及を目指す。

こども支援課

地域子育て支援センター及び利用者
支援事業（基本型）において、子育てに
関する相談に対応する上で、必要に応
じて関係機関と連携して支援を行っ
た。

Ｂ 継続

地域子育て支援センター及び利用
者支援事業（基本型）において、子
育てに関する相談に対応する上で、
必要に応じて関係機関と連携して
支援を行う。

こども支援課

利用者支援事業（母子保健型）では、
保健センター及び市役所こども支援課
窓口の２か所で、妊娠届出及び母子健
康手帳の交付時に、専門職である母子
保健コーディネーターが面接交付によ
る相談支援を継続して実施した。
また、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、郵送での妊娠届出者に対
しては、電話支援を実施した。

Ｂ 継続

引き続き、利用者支援事業（母子保
健型）では、保健センター及び市役
所こども支援課窓口の２か所で、妊
娠届出及び母子健康手帳の交付時
に、専門職である母子保健コーディ
ネーターが面接交付による相談支
援を継続して実施する。
また、新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、郵送での妊娠届出
者に対しては、電話支援を実施す
る。

保健センター

4
虐待防止のための各
種取組

地域子育て支援センターや、利用者支援事
業などの取組により、妊娠期から子育て期
までを切れ目なく支援することで、児童虐
待を予防する。



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅰ　すべての子どもが健やかに、幸せに育つことを応援するために

　基本施策４　障がい児施策の充実に向けた取組

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容

児童発達支援センター（アシタエール）
において、令和２年１２月から保育所
等訪問事業を開始した。

Ｂ 継続

保育所等訪問支援事業について、
保護者や保育所等に周知を図り、
地域の保育、学校との連携を進め
ていく。
※施設のバリアフリー化については
記載できない。

障がい者福祉課

指導員の資質向上のため、研修等を
実施した。
給食調理員研修会20,000円

保育士分科会講演会及び障がい児保
育研究会講演会、 障がい児保育研究
会事例研究会については中止した。

Ｃ

新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため、人が多く集
まる研修会等については中止し
たため。

継続

指導員の資質向上のため、研修等
を実施する。
給食調理員研修講演会　20,000
円
保育士研修講演会20,000円
保育士分科会講演会 20,000円
障がい児保育研究会事例研究会
20,000円×3回

保育課

なし Ｂ 継続

実施予定にしてはいるが、大規模改
修工事等が計画上ないため、具体
的な実施予定はない。その都度対
応する案件が発生した際に対応す
ることとなる。

教育総務課

市内在籍小・中学校への巡回相談を未
就学児にも行い、連携を図った。配慮
が必要な園児の就学の際には、保育
園・幼稚園・施設・病院等との連携を
図った。特別支援教育コーディネー
ター研修会、特別支援学級等担任者研
修会でトライアングルプロジェクトにつ
いて研修を行った。また、校長会で関
係機関との連携について呼び掛けた。

Ｂ 継続

引き続き、未就学児への巡回相談
を行う。保育・教育・福祉・保健・医
療と連携していけるよう、特別支援
教育コーディネーター研修会、特別
支援学級等担任者研修会で研修も
行っていく。

教育相談センター

障がいのある子どもや共に育つことの重要
性について、教職員の理解を深めるために
研修会等を開催する。

特別支援教育コーディネーター研修
会、特別支援学級等担任者研修会等
でインクルーシブ教育や合理的配慮に
ついて研修を行った。

Ｂ 継続

今年度も特別支援教育コーディ
ネーター研修会、特別支援学級等担
任者研修会等でインクルーシブ教
育や合理的配慮について研修を行
う。特別支援教育コーディネーター
研修会には、外部からの講師を招く
計画である。

教育相談センター

備考 担当課

保育、教育、福祉、保健、医療の連携を強化
し、障がいのある子どもが地域の保育園、学
校に通い、共に育つことができるよう、学ぶ
環境の整備を図るとともに、施設のバリア
フリー化を推進する。

令和２年度実績 令和３年度予定

No. 事業名 事業内容

障がいのある子ども
達への教育・保育事
業の充実

1



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅰ　すべての子どもが健やかに、幸せに育つことを応援するために

　基本施策４　障がい児施策の充実に向けた取組

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容

備考 担当課

令和２年度実績 令和３年度予定

No. 事業名 事業内容

障がい児保育の充実を図るとともに、障が
い児保育をめぐる諸問題についての研究・
協議を進める。

言語相談謝礼金20,000円×３８回、
心理相談謝礼金20,000円×２４回、
療育相談謝礼金20,000円×２０回

障がい児保育研究会講演会及び障が
い児保育研究会事例研究会について
は中止した。

Ｃ

新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため、人が多く集
まる研修会等については中止し
たため。

継続

言語相談謝礼金
20,000円×41回、心理相談謝礼
金20,000円×32回、療育相談謝
礼金20,000円×21回

障がい等のある子どもの保育に関
する支援の仕組みづくりを検討す
る。
障がい児保育研究会講演会
20,000円
障がい児保育研究会事例研究会
20,000円×2回

保育課

障がいのある子どもに関する相談に
応じ、適切なサービスの導入や教育
相談等等へつなぐこと等に努めた。

Ｂ 継続
引き続き障がいのある子どもに関
する相談に対応する。

障がい者福祉課

こども支援課（家庭児童相談室を含
む）では、適切な相談活動ができるよ
うに、障がい者福祉課、保健センター、
教育相談センター等と連携を図り、相
談機能の強化を図った。

Ｂ 継続

引き続き、適切な相談活動ができ
るように、障がい者福祉課、保健セ
ンター、教育相談センター等と連携
を図り、相談機能の強化を図る。

こども支援課

保育方針に役立てるため、言語・心理・
療育３分野での有資格者による巡回
相談を希望園で実施し、障がい児保育
に関してサポートを行った。
R２年度：言語相談３８件、心理相談２
４件、療育相談２０件

Ｂ 継続
前年度に引き続き言語・心理・療育
の３分野での有資格者による巡回
相談を希望園で実施する。

保育課

保健センターでは、適切な相談支援が
できるように、障がい者福祉課、こど
も支援課、教育相談センター等と連携
を図り、相談機能の充実を図った。

Ｂ 継続

引き続き、適切な相談支援ができ
るように、障がい者福祉課、こども
支援課、教育相談センター等と連携
を図り、相談機能の充実を図る。

保健センター

福祉事務所や保健センター等の関係機関の
相談機能を強化するとともに、教育相談セ
ンターでは、より気軽に相談できる体制の
整備充実を図る。

障がいのある子ども
達への教育・保育事
業の充実

1



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅰ　すべての子どもが健やかに、幸せに育つことを応援するために

　基本施策４　障がい児施策の充実に向けた取組

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容

備考 担当課

令和２年度実績 令和３年度予定

No. 事業名 事業内容

2
地域における障がい
児への総合的な支援

地域の障がい児支援の拠点となる児童発達
支援センター（アシタエール）において、障が
い児通所支援事業及び早期療育教室を実
施する。また、保育施設や学校等に通う障が
い児を支援するための訪問事業や、保護者
からの相談に対応する体制を整備する。

通所事業及び療育相談を実施した。ま
た、令和２年４月から一般相談を、同
年１２月から保育所等訪問事業を開始
した。

Ｂ 継続
引き続き各事業及び相談を実施す
る。

障がい者福祉課

3
公立保育園との交流
事業

児童発達支援センター（アシタエール）に通
う子ども達が、保育園の大きい集団の中で
生活体験を広げるため、生活する地域の公
立保育園の希望するクラスの保育に参加す
る。

今年度については、児童発達支援セン
ター（アシタエール）に通う子ども達
が、公立保育園の保育に参加する交流
保育を中止した。

Ｄ
新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため実施を中止し
た。

継続

児童発達支援センター（アシタエー
ル）に通う子ども達が、保育園の大
きい集団の中で生活体験を広げる
ため、生活する地域の公立保育園
で交流保育を実施する。

保育課

4
保育施設における加
配職員への補助

障がい児など課題のある子どもへの対応の
ために職員を加配する施設への補助を行
う。

各法人保育園において、加配の必要な
子どもに職員を加配した場合、子ども
１人当たり月額74,140円の補助を実
施する。
実施園：６園
延べ対象者数：81人

Ｂ 継続

特別な配慮の必要な子どもに職員
を加配した場合、引き続き子ども１
人当たり月額74,140円の補助を
実施する。

保育課

医療ケア体制の充実等に寄与するよ
うな対応はできなかったが、令和３年
度中の協議の場の設置に向けて、情報
収集等に努めた。

Ｂ 継続

医療的ケア児が適切な支援を受け
られるよう、令和３年度中に庁内３
部署（保健センター・アシタエール・
当課）における協議の場を設置す
る。

障がい者福祉課

保健センターでは、医療的ケア児につ
いて、医療機関等からの情報提供等か
ら、適切な支援が受けられるよう、関
係機関と連携し、支援を図った。

Ｂ 継続
引き続き、医療的ケア児について
は、適切な支援を受けられるよう関
係機関と連携し、支援を図る。

保健センター

6
発達障がい者支援
員の育成

埼玉県が実施している発達障がいの専門研
修に保育、福祉、保健等の職員が参加する
ことにより、発達障がいに関する各種相談
に対応できる発達支援マネージャーを育成
する。

発達支援マネージャー研修修了者２
名
発達支援サポーター研修修了者８名

Ｂ 継続
引き続き研修の周知を図り、参加
を呼び掛ける。

障がい者福祉課

5
地域における医療的
ケア児の支援体制の
整備

保育、教育、福祉、保健、医療等の関係機関
が連携を図るための協議の場の設置を検討
するとともに、医療的ケア児が適切な支援
を得られるよう支援体制の整備を進める。



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅰ　すべての子どもが健やかに、幸せに育つことを応援するために

　基本施策４　障がい児施策の充実に向けた取組

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容

備考 担当課

令和２年度実績 令和３年度予定

No. 事業名 事業内容

7

放課後児童保育室に
おける障がいのある
子どもの受入れへの
配慮

保護者や学校にヒアリングを行い、指導員
の加配の必要性の検討を行うとともに、円
滑な受入れを行うため、指導員を対象とし
た専門的知識の習得を図るための研修を実
施する。

各指定管理者において、児童の入室に
当たり面談を実施するとともに、４月
の入室の際は利用していた保育園な
どにヒアリングし、加配の必要性の検
討を行った。
また、指定管理者において、障がいの
ある子どもを受け入れるための研修
をオンラインで受講した。
一部の保育室においては、オンライン
で好きなときに研修を受講できる仕
組みを整備した。

Ｂ 継続

前年度に引き続き、児童の入室に
当たっては個別面談を実施し、配慮
が必要な児童の情報を収集した上
で加配の検討をするとともに、受け
入れる側の支援員の研修を実施す
る。

保育課

8
発達に課題がある子
どもへの学校におけ
る支援

全ての市立小・中学校に特別支援教育コー
ディネーターを配置し、発達障がいなどの
課題を抱える生徒を支援したり、関係機関
との連携を図る。

特別支援教育支援員を全小中学校に
１～３名配置した。市内全体では特別
支援教育支援員を４３名配置した。

Ｂ 継続

特別支援教育支援員を４３名配置
する。
特別支援教育支援員には、専門的
な知識を深められるよう、年２回研
修を行っていく。

教育相談センター

9
市立小・中学校への
介助員の配置

肢体不自由で車椅子等を使用する児童・生
徒が学校生活を円滑に送るために介助員を
配置する。

肢体不自由で車椅子等を使用する児
童生徒８名に対して、学校生活を円滑
に送るために介助員１４名を配置し
た。

Ａ
年度途中で病気の進行により介
助が必要な児童１名に対し、介助
員２名を追加で配置した。

拡大

令和３年度は、車椅子や障が
いの影響で歩行が困難な新
入学児童の数が増えることに
より、介助員の配置を増加す
る。

介助が必要な児童生徒１１名に１７
名の介助員を配置する。
※１日７．５時間の勤務が必要とな
るため、週２～３人で交代しながら
の勤務となる。

教育相談センター



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅰ　すべての子どもが健やかに、幸せに育つことを応援するために

　基本施策５　生活困難世帯に対する支援の推進

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容

1
ひとり親家庭相談の
充実

ひとり親家庭に関する相談に応じ、関係機
関の紹介などを行う。

・電話・面接・同行訪問等による支援・
相談、母子及び父子並びに寡婦福祉
資金貸付の進達事務。
相談件数　１２４人（新規）
相談内容　生活援護（貸付、社会資源、
生活相談等）延べ１６６件
自立援助（家庭内紛争、離婚問題、就
業支援、他）延べ４７３件

Ｂ 継続
引き続き、ひとり親家庭に関する相
談に応じ、関係機関の紹介などを
行う。

こども支援課

ひとり親家庭等に対し、医療費の一部及び
児童扶養手当を支給するとともに、児童扶
養手当受給者に対してＪＲ通勤定期乗車券
の割引制度の利用に必要な証明書の発行を
行う。

ひとり親家庭等の生活の安定と自立
を支援し、福祉の増進を図るため、医
療費の一部を支給した。
支給件数　20,299件
支給額　52,653,890円

ひとり親家庭等に対して児童扶養手
当の支給を行った。
受給者数　864人
支給額　459,389,795円

児童扶養手当の受給世帯員に対し、Ｊ
Ｒ通勤乗車券の割引制度を利用する
際に必要となる「特定者資格証明書」
及び「特定者定期乗車券購入証明書」
を発行した。
発行件数
特定者資格証明書　20件
特定者定期乗車券購入証明書　29件

Ｂ 継続

引き続き、ひとり親家庭等に対し、
医療費の一部及び児童扶養手当を
支給するとともに、児童扶養手当受
給者に対してＪＲ通勤定期乗車券の
割引制度の利用に必要な証明書の
発行を行う。

こども給付課

経済的な理由により就学が困難と認められ
る場合に、保護者に対し、小・中学校で掛か
る経費（学用品費、学校給食費、林間学校
費、修学旅行費等）を支給する。

小学校
　認定数　977人
　決算額　55,920,529円

中学校
　認定数　558人
　決算額　48,981,112円

合計
　認定数　1,535人
　決算額　104,901,641円

Ｂ 継続

小学校
　認定数　949人
　予算額　70,090,000円

中学校
　認定数　552人
　予算額　70,352,000円

合計
　認定数　1,501人
　予算額　140,442,000円

学務課

3
保護が必要な母子
家庭への支援

保護の必要が認められる（自立が困難等）母
子家庭又は母子に準じる家庭に対して母子
生活支援施設への入所措置を行う。

・母子の緊急一時保護
新座市　０件

Ｂ 継続

引き続き、保護の必要が認められ
る（自立が困難等）母子家庭又は母
子に準じる家庭に対して母子生活
支援施設への入所措置の支援を行
う。

こども支援課

備考 担当課

2
ひとり親家庭等に対
する経済的支援

令和２年度実績 令和３年度予定
No. 事業名 事業内容



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅰ　すべての子どもが健やかに、幸せに育つことを応援するために

　基本施策５　生活困難世帯に対する支援の推進

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容

備考 担当課
令和２年度実績 令和３年度予定

No. 事業名 事業内容

4
ひとり親自立支援プ
ログラムの策定

児童扶養手当受給者の自立を促進するた
め、ひとり親自立支援プログラム策定員が
個々のひとり親家庭の実情に応じた自立支
援プログラムを策定する。また、必要に応じ
て生活保護受給者等就労支援事業を活用
し、公共職業安定所等と緊密に連携し、きめ
細やかで確実な就業・自立支援を行う。

・ひとり親自立支援プログラム策定
（新規）件数　２９件
支援件数
相談後就職・転職：延べ８件、ハロー
ワークへの支援要請：延べ１０件、他福
祉制度等利用者：延べ１０件、ハロー
ワークへの同行支援：延べ１０件
・ひとり親自立支援プログラム策定
（継続）件数　１８件
支援件数
相談後就職・転職：延べ２件、ハロー
ワークへの支援要請：延べ２件、他福
祉制度等利用者：延べ３件、ハロー
ワークへの同行支援：延べ３件

Ｂ 継続

引き続き、児童扶養手当受給者の
自立を促進するため、ひとり親自立
支援プログラム策定員が個々のひ
とり親家庭の実情に応じた自立支
援プログラムを策定する。また、必
要に応じて生活保護受給者等就労
支援事業を活用し、公共職業安定
所等と緊密に連携し、きめ細やかで
確実な就業・自立支援を行う。

こども支援課

5
ひとり親家庭への就
業支援

雇用保険制度に基づく教育訓練給付を受け
る資格の無いひとり親家庭の父又は母に対
し、就職に必要な資格などを得るための教
育訓練講座受講費用の一部を支給する。ま
た、ひとり親家庭の父又は母の就労に直結
する資格取得を促進するため、１年以上養
成機関などで修業する場合に生活を支援す
る目的で給付金を支給する。

・新座市ひとり親家庭自立支援教育訓
練給付金事業
事前相談１２件、指定申請６件、支給申
請１件
訓練促進給付金支給者資格内容：看護
師２件、准看護師４件、保育士１件、歯
科衛生士１件
・新座市ひとり親家庭高等職業訓練促
進資金給付金等事業
支給人数：８人、支給月：延べ８９月、修
了支援給付：２件
訓練促進給付金支給者

Ｂ 継続

雇用保険制度に基づく教育訓練給
付を受ける資格の無いひとり親家
庭の父又は母に対し、就職に必要な
資格などを得るための教育訓練講
座受講費用の一部を支給する。ま
た、ひとり親家庭の父又は母の就
労に直結する資格取得を促進する
ため、１年以上養成機関などで修業
する場合に生活を支援する目的で
給付金を支給する。

こども支援課



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅰ　すべての子どもが健やかに、幸せに育つことを応援するために

　基本施策５　生活困難世帯に対する支援の推進

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容

備考 担当課
令和２年度実績 令和３年度予定

No. 事業名 事業内容

生活困窮状態の世帯の子どもの学びをサ
ポートするため、学習支援事業を実施する。

学習教室実施回数　  　８７世帯
参加者実人数（中学生）  　１１人
参加者実人数（小学生）   　８人
家庭訪問による支援　　 　８０人

Ｂ 継続

引き続き、生活困窮状態の世帯の
子どもの学びをサポートするため、
学習支援事業を実施する。

事業については、コロナの状況を注
視しながら、十分に感染防止対策を
図った上で実施していく。

生活支援課

被保護世帯等の子どもが健全に育成される
よう、生活習慣や育成環境の改善等を支援
するため、子ども育成支援相談員を配置す
る。

 
支援世帯（実世帯数）　　７９世帯

支援目的（延べ世帯数）
（１）幼児養育　　　   　　　７９世帯
（２）学校家庭　　   　　　　３８世帯
（３）進路進学　     　　　　２４世帯
（４）健康問題　　   　　　　３６世帯
（５）住環境　　　　   　　   　２世帯
（６）生活全般　       　　　　６世帯
(7)その他　　　　　   　　　１３世帯

活動内容（延べ回数）
（１）訪問指導　　　   　　　　 １１１回
（２）来所助言　　　   　　　　２４１回
（３）経過観察　　　     　２，２４４回
（４）関係機関との連携 １，０５２回
（５）病状調査　　　　　  　 　　１４回
（６）ケースカンファレンス　  　１回
（７）その他　　　　　　　　　　　　５回

Ｂ 継続

引き続き被保護世帯等の子どもが
健全に育成されるよう、生活習慣や
育成環境の改善等を支援するた
め、子ども育成支援相談員を配置
する。

事業については、コロナの状況を注
視しながら、十分に感染防止対策を
図った上で実施していく。

生活支援課

6
生活困窮世帯及び
生活保護世帯の子
どもへの支援



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅱ　すべての親が子育てを楽しみ、子どもと共に成長できることを応援するために

　基本施策１　安心して妊娠・出産・子育てができる切れ目のない支援

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容

第１子出産予定の母親とその家族を対象
に、妊娠、出産、育児について学ぶ場を提供
することで、育児不安の解消や地域の仲間
づくりに寄与する。また、妊娠期、授乳期の
食生活の改善と望ましい食事に関する学習
の機会を設ける。

第一子出産予定の妊婦とその家族を対象
にパパママ学級を４回開催し、延べ４４人
が参加した。
また、新型コロナウイルス感染症拡大によ
り参加を見合わせたい方で学級テキスト
を希望する妊婦には、郵送対応を行った。
さらに、新座市公式YouTubeに沐浴に
関する動画を掲載した。

Ｃ

新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、年４コース（２回／コー
ス）の内容及び定員を縮小して開催
したことにより、例年と比べ、参加
者数が大幅に減少した。

縮小
新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、令和２年度に引き続き一部制
限を設けて開催する。

新型コロナウイルス感染症拡大状
況を注視しながら、感染防止対策を
図り、内容や定員を一部変更、縮小
し、年１２回開催する。

保健センター

生後２～４か月の第１子を持つ保護者を対
象に、育児に関する知識や地域の情報を学
ぶ場を提供する。

生後2～４か月の第１子を持つ保護者を
対象に、育児学級を７回開催し、延べ37
人が参加した。
また、新型コロナウイルス感染症拡大によ
り参加を見合わせたい方で学級テキスト
を希望する保護者には、郵送対応を行っ
た。

Ｃ

新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、４月、６月を中止し、再開
後は、プログラム内容、定員等を変
更、縮小したことにより、例年と比
べ参加者数が大幅に減少した。

縮小
新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、令和２年度に引き続き一部制
限を設けて開催する。

新型コロナウイルス感染症拡大状
況を注視しながら、感染防止対策を
図り、内容や定員を一部変更、縮小
し、年１２回開催する。

保健センター

夫婦が協力して出産、育児に臨めるよう父
親の育児参加を促進する。

夫婦が協力して出産、育児に臨めるよう
パパママ学級及び育児学級において父親
の参加を促進した。
パパママ学級　父親参加　延べ２１人
育児学級　　　　父親参加　延べ　１人

Ｃ

新型コロナウイルス感染症拡防止
のため、学級を一部中止し、また、
プログラム内容、定員等を変更、縮
小したことにより、例年と比べ参加
者数が大幅に減少した。

縮小
新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、令和２年度に引き続き一部制
限を設けて開催する。

引き続き、チラシ、ホームページ等
で周知を図る。
また、新型コロナウイルス感染症拡
大状況を注視しながら、感染防止対
策を図り、内容や定員を一部変更、
縮小し、開催する。

保健センター

2
子育て支援に関する
総合案内

子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や、
保健・医療・福祉等の関係機関を円滑に利用
できるように、身近な場所で相談や情報提
供等を行うとともに、関係機関との連絡調
整、連携の体制づくりを行う。

地域子育て支援センター９か所のうち２か
所に1人ずつ子育て支援コーディネーター
を配置し、子育て家庭等の相談を受けて、
子育て支援に関する情報の提供や、子育
て支援サービスや保育所等の利用につい
ての助言・支援を行った。
また、地域の関係機関との支援体制づく
りのため、保育施設、医療機関（産婦人科）
及び近隣の商業施設等を訪問した。
（１）すぎのこ保育園地域子育て支援セン
ター（市北部）
（２）児童センター地域子育て支援センター
（市中央部）
・利用者数　５４３件（来所４７２件、電話１
１件、その他６０件）

Ｂ 継続

引き続き、地域子育て支援センター
９か所のうち２か所に1人ずつ子育
て支援コーディネーターを配置し
て、事業を実施する。

こども支援課

備考 担当課

1
第１子を迎える家庭

への支援

令和２年度実績 令和３年度予定
No. 事業名 事業内容



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅱ　すべての親が子育てを楽しみ、子どもと共に成長できることを応援するために

　基本施策１　安心して妊娠・出産・子育てができる切れ目のない支援

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容
備考 担当課

令和２年度実績 令和３年度予定
No. 事業名 事業内容

3
地域における子育て
相談及び交流拠点
の充実

乳幼児とその保護者、妊婦同士の交流や、
子育てについての相談、助言等の支援を行
う拠点の内容の充実を図る。

市内９か所の地域子育て支援センターに
おいて、乳幼児とその保護者、妊婦同士の
交流や、子育てについての相談、助言等の
支援を行った。

Ｃ

新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止のため、令和２年３月２日
から同年６月１４日まで臨時休館と
し、同月１５日から利用制限を設け
た上で事業を実施した。

継続

新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止のため、引き続き利用制
限等の対策を講じた上で事業を実
施する。
また、オンライン事業の実施及び内
容の充実に努める。

こども支援課

4
乳幼児に関する相談
の充実

保健師、助産師、栄養士、歯科衛生士が子ど
もの発育・発達、育児、栄養や歯みがきのこ
となどの相談に応じる。

保健センターにて、保健師、助産師、栄養
士、歯科衛生士による相談を年１０回実施
した。
相談者数　１７２人
（内訳：乳児　１０２人、幼児　70人）

Ｃ

新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、４、５月は中止し、電話相
談のみを実施。６月以降は、定員を
縮小し、予約制で実施したため、相
談者数が大幅に減少した。

縮小
新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、令和２年度に引き続き定員を
縮小し、予約制で実施する。

新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、定員を縮小し、予約制
で、保健師、助産師、栄養士、歯科衛
生士による相談を年１２回実施す
る。

保健センター

5
母子健康手帳交付
時の助産師による面
談

保健センター及び市役所での妊娠届出時に
保健師、助産師が面談を行い、妊婦の悩み
や不安を把握することで妊娠初期からの支
援につなげる。

保健センター及び市役所こども支援課窓
口での妊娠届出及び母子健康手帳交付時
に、妊娠中の体調や出産、産後について心
配が軽減されるよう、母子保健コーディ
ネーターによる面接、相談を実施した。
・面接交付件数（妊婦）　　　  ８２４件
・要支援妊婦数（継続支援）　３１８人

Ｂ 継続

引き続き、保健センター及び市役所
こども支援課窓口での妊娠届出及
び母子健康手帳交付時に、母子保
健コーディネーターによる面接、相
談を実施する。

保健センター

6 父子手帳の配布
妊娠、出産、育児に対する心構え、協力の仕
方など父親向けの育児情報を提供する。

必要な育児知識の普及を図るとともに、
積極的な育児参加を促すため、妊娠届出
時、パパママ学級などで希望者に配布し
た。
配布数465冊

Ｂ 継続

引き続き、必要な育児知識の普及
を図るとともに、積極的な育児参加
を促すため、妊娠届出時、パパママ
学級などで希望者に配布する。

保健センター

7
妊婦健康診査受診
費用の負担軽減

妊婦健康診査の受診率を高めることを目的
に、妊娠届出時に、母子健康手帳と併せて１
４回分の妊婦健康診査助成券を交付する。

妊娠届出及び母子健康手帳交付時に、妊
婦健康診査助成券を交付し、委託医療機
関及び委託助産院において健康診査を実
施した。
妊婦健康診査
（超音波検査・Ｂ群溶血性連鎖球菌検査含
む。）
　受診者数　１～１４回目　延べ12,886人
その他の検査等
　受診者数       延べ　7，１２８人
 (１)Ｂ型肝炎抗原検査（ＨＢＳ） １，０２８人
 (２)Ｃ型肝炎抗体検査（ＨＣＶ） １，０２８人
 (３)ＨＩＶ抗体検査                １，０２８人
 (４)子宮頸がん検査　           １，０１４人
 (５)ＨＴＬＶ－１抗体検査　　　　１，００３人
 (６)性器クラミジア検査　  　　 　9９８人
 (７)風疹ウィルス抗体検査　　１，０２９人
 (８)多胎児助成金　　　　　　　　　　　 ２人

Ｂ 継続
妊婦健康診査として、１，049人を
見込む。

保健センター



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅱ　すべての親が子育てを楽しみ、子どもと共に成長できることを応援するために

　基本施策１　安心して妊娠・出産・子育てができる切れ目のない支援

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容
備考 担当課

令和２年度実績 令和３年度予定
No. 事業名 事業内容

8
乳児がいる全ての家
庭への訪問サポート

生後４か月までの乳児がいる全ての家庭を
保健師や助産師が訪問し、乳児の体重測
定、育児や母親の体調に関する相談及び母
子保健サービスの情報提供を行う。

生後４か月までの乳児がいる家庭を対象
に、保健師や助産師が訪問し、乳児の体重
測定、育児や母親の体調に関する相談及
び母子保健サービスの情報提供を行っ
た。
訪問件数　1,059件

Ｂ 継続

保健師や助産師が訪問し、子育てに
関する相談や保護者の心身の相談
に応じたり、母子保健サービスの情
報提供などを行う。

保健センター

9
子育て相互援助活動
の充実

ファミリー・サポート・センターに登録してい
る会員同士で子どもの送迎や預かりなどの
援助を行う。
全ての援助希望に対応できるよう、援助会
員の拡充を図る。

ファミリー・サポート・センター事業におい
て会員同士の相互援助活動及び援助会員
登録に必要な講習会を実施した。。
また、令和２年８月１日から、ＮＰＯ法人に
委託して緊急サポート事業を開始した。

Ｃ

新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止のため、ファミリー・サ
ポート・センターの講習会は年１５回
の予定を５回に縮小した。

継続

ファミリー・サポート・センターにお
いて、全ての援助希望に対応でき
るよう、年１５回の講習会を実施す
る。
また、ＮＰＯ法人に委託して緊急サ
ポート事業を実施する。

こども支援課

10
産前・産後期の母親
へのサポート

妊娠・出産、子育てに関する悩み等に対し
て、看護師、保健師、助産師等の専門職が、
不安や悩みを傾聴し、相談支援（寄り添い）
を行う。
また、地域の母親同士の交流を促し、妊産婦
が家庭や地域における孤立感を軽減し（孤
立感の解消）、安心して妊娠期を過ごして、
育児に臨めるようサポートする。

産前・産後サポート事業（パートナー型）
　　訪問件数　427件
産前・産後サポート事業（参加型）
　　相談件数　　２７件
パパママ学級及び育児学級のプログラム
において、参加者同士の交流目的のフ
リートークタイム等を設けていたが、令和
２年度は新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため中止した。

Ｃ

令和２年度は、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、パパママ
学級及び育児学級のプログラムに
おいて、参加者同士の交流目的の
フリートークタイム等を中止した。

継続

産前産後サポート事業：
（パートナー型）助産師が訪問し産
前産後の相談支援を行う。
（参加型）助産師が母乳育児相談を
受ける。

パパママ学級及び育児学級におい
て、新型コロナウイルス感染症拡大
状況に応じて、感染防止対策を講じ
たフリートークタイムを設ける。
年１２回開催予定。

保健センター

11 産後育児のサポート
出産後から生後２か月未満の子どものいる
家庭を対象に、沐浴や授乳等の育児に関わ
るサポートを行う。

ファミリー・サポート・センター事業におい
て産後育児サポートを実施した。
実施回数６６回、利用人数７人

Ｂ 継続
ファミリー・サポート・センター事業
において産後育児サポートを実施
する。

こども支援課

12 産後家事のサポート
退院後１か月以内の母親のいる家庭で、親
族などから家事援助が望めない家庭に対
し、ホームヘルパーを派遣する。

社会福祉協議会及び埼玉福祉会に委託し
て、親族などから家事援助が望めない出
産直後（退院日を含めて３０日以内）の母
親のいる家庭にヘルパーを派遣し家事援
助を行った。
派遣件数２７件、合計派遣日数１８６日間

Ｂ 継続

社会福祉協議会及び埼玉福祉会に
委託して、親族などから家事援助が
望めない出産直後（退院日を含め
て３０日以内）の母親のいる家庭に
ヘルパーを派遣し家事援助を行う。

こども支援課



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅱ　すべての親が子育てを楽しみ、子どもと共に成長できることを応援するために

　基本施策１　安心して妊娠・出産・子育てができる切れ目のない支援

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容
備考 担当課

令和２年度実績 令和３年度予定
No. 事業名 事業内容

13
乳幼児健康診査及
び歯科検診の充実

乳幼児を対象に健康診査及び歯科健診を実
施し、発育・発達状況の確認、疾病の早期発
見及び育児不安の軽減や解消を図る。

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、集団健診を中止し、医療
機関及び歯科医院で受診する個別健診に
変更し、実施した。
受診者数　※（）内は受診率
３～４か月児健診　1,059人（92.9%）
９～１０か月児健診　1,096人(90.9%)
1歳6か月児健診　1,200人(94.3%)
１歳６か月児歯科健診　1,005人
３歳児健診　1,214人(90.9%)
３歳児歯科健診　９６０人
フッ化物塗布８９５人(希望者）

Ｂ 継続

３～４か月児健診、９～１０か月児健
診については、適切な時期に受診
できるよう、令和２年度に引き続
き、個別健診を実施する。
1歳6か月児健診及び３歳児健診に
ついては、感染防止対策を講じな
がら、集団健診を再開する。

保健センター

14
１歳６か月児健康診
査事後指導（ころこ
ろクラブ）

１歳６か月児健康診査後の、継続的な支援
が必要な幼児及びその保護者に対し、集団
遊びや個別相談を実施する。

年長
　実施回数　4回
　参加実人数　5人、参加延べ人数　7人
　４、５月は新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、６～１１月は参加者不足の
ため、計８回中止した。

ひよこ
　実施回数１０回
　参加実人数１３人　参加延べ人数４２人
　４、５月は新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため中止し、６月以降は定員を
縮小して実施した。

Ｃ

新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、４、５月は中止し、加えて
年長は６月～11月も参加者不足で
中止したことにより、例年よりも利
用者や事業回数が大幅に減少し
た。

縮小
新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、令和２年度に引き続き、参加
人数を制限し、実施する。

引き続き、新型コロナウイルス感染
症拡大状況を注視しながら、感染防
止対策を図り、参加人数を制限し、
1歳6か月児健診等において、継続
的な相談が必要と思われる幼児及
び保護者に対し、集団遊びや個別相
談を実施する。(年長、ひよこ各月１
回)

保健センター

15
３歳児グループ指導
（でんでんむしの家）

発達支援や育児支援が必要な児童及びその
保護者に対して、集団指導や相談活動を通
した支援を行う。

発達支援や育児支援が必要な児童及びそ
の保護者に対して、集団指導や相談活動
を実施する。
令和２年度は中止とした。

Ｄ
新型コロナウイルス感染症蔓延防
止のため中止。

継続
発達支援や育児支援が必要な児童
及びその保護者に対して、集団指導
や相談活動を通した支援を行う。

こども支援課

16
３歳児グループ指導
事後フォロー（とん
ぼグループ）

でんでんむしの家の卒業児及び３歳児、４歳
児で家庭児童相談員と関わりのある親子を
対象に、個別的、集団的なプログラムを実施
し、子どもの成長を促す。

でんでんむしの家の卒業児及び３歳児、４
歳児で家庭児童相談員と関わりのある親
子を対象に、個別的、集団的なプログラム
を実施する。
令和２年度は中止とした。

Ｄ
新型コロナウイルス感染症蔓延防
止のため中止。

継続

でんでんむしの家の卒業児及び３
歳児、４歳児で家庭児童相談員と関
わりのある親子を対象に、個別的、
集団的なプログラムを実施し、子ど
もの成長を促す。

こども支援課

育児、養育や成長に伴って発生する問題等
について、専門の相談員が相談に応じる。

家庭における適切な児童の養育と養育に
関して発生する児童の問題の解決を図る
ため、家庭児童の福祉に関して相談を受
けた。

相談件数延べ６，８９３件

Ｂ 継続

家庭における適切な児童の養育と
養育に関して発生する児童の問題
の解決を図るため、家庭児童の福
祉に関して相談を受ける。

こども支援課

１歳６か月児健康診査や３歳児健康診査の
会場で保護者からの相談に応じる。

１歳６か月児健康診査や３歳児健康診査
への参加を取りやめた。

Ｄ
新型コロナウイルス感染症感染拡
大防止のため中止。

継続
１歳６か月児健康診査や３歳児健康
診査への参加を予定している。

保育課

17
育児、養育に関する
支援



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅱ　すべての親が子育てを楽しみ、子どもと共に成長できることを応援するために

　基本施策１　安心して妊娠・出産・子育てができる切れ目のない支援

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容
備考 担当課

令和２年度実績 令和３年度予定
No. 事業名 事業内容

18
養育に関する訪問支
援

子の養育に関して特に支援が必要である家
庭を訪問し、育児、家事などの支援を行う。

利用者数　０件
支援者研修会を年１回実施しているが、新
型コロナウイルス感染症拡大のため、令和
2年度は中止した。

Ｂ 継続

子育てに対して不安や孤立感を抱
える家庭や、様々な原因で特に養育
支援が必要となっている家庭を訪
問し、保健師・助産師・保育士による
養育に関わる指導助言又はホーム
ヘルパーによる家事の援助を実施
することにより、適切な養育ができ
るよう支援する。

こども支援課

19
子どもの短期間の預
かり事業の実施検討

保護者の疾病等の理由により、家庭での養
育が困難になった子どもを対象とした短期
間預かり事業の実施を検討する。

適切にサービスを実施できる施設がない
ことから、児童相談所の一時保育で対応
する。

Ｂ 継続
適切にサービスを実施できる施設
がないことから、児童相談所の一時
保育で対応する。

こども支援課

多胎児育児に関する情報や交流の場を提供
する。

NPO法人にいざ子育てネットワーク主催
の「びーんずサロン」案内を保健事業等で
周知するとともに、家庭訪問や面接等で
個別に支援を実施した。
また、母子健康手帳交付時に、多胎児育児
に関するリーフレットを配布した。

Ｂ 継続

引き続き、NPO法人にいざ子育て
ネットワーク主催の「びーんずサロ
ン」案内を保健事業等で周知すると
ともに、家庭訪問や面接等で個別に
支援を実施する。
また、母子健康手帳交付時に、多胎
児育児に関するリーフレットを配布
する。

保健センター

産後育児サポート事業や子育て支援ヘル
パー派遣により、多胎児の子育てを支援す
る。

ファミリー・サポート・センター事業による
産後育児サポート事業及び社会福祉協議
会及び埼玉福祉会に委託して行う子育て
支援ヘルパー派遣事業を実施した。
多胎児世帯の利用件数　０件

Ｂ 継続

ファミリー・サポート・センター事業
による産後育児サポート事業及び
社会福祉協議会及び埼玉福祉会に
委託して行う子育て支援ヘルパー
派遣事業を実施する。

こども支援課

20
双子、三つ子などの
多胎児の親への支援



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅱ　すべての親が子育てを楽しみ、子どもと共に成長できることを応援するために

　基本施策２　子育てしやすい環境の整備

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容

・事業所の男女共同参画に関するアンケー
トを入札参加資格審査申請時に実施し
た。
・女性に対する暴力をなくす運動期間に合
わせ、女性に対する暴力根絶のシンボル
であるパープルリボンのシールを作成し、
配布した。（令和２年１１月）
・成人式において、デートＤＶ防止に係る
啓発カードを配架した。（令和３年１月）

Ｃ

市役所第二庁舎１階市民ギャラリー
において、ＤＶ防止パネル展を実施
する予定であったが、新型コロナウ
イルス感染拡大の影響により中止
した。

継続

・女性に対する暴力をなくす運動期
間に合わせ、女性に対する暴力根絶
のシンボルであるパープルリボンの
シールを作成し、配布する。
・成人式において、デートＤＶ防止に
係る啓発カードを配架する。
・市役所第二庁舎１階市民ギャラ
リーにおいて、ＤＶ防止パネル展を
実施する。

人権推進課

・男女共同参画週間イベント（中止）
・男女共同参画週間講演会（中止）
・男女共同参画関連講座（中止）

Ｄ
新型コロナウイルス感染拡大の影
響により中止した。

休止又は中
止

にいざほっとぷらざ閉館に伴い、男女
共同参画推進プラザの機能を人権推
進課に移転し、関係各課と連携しつつ
講座・講演会等の実施を検討していく
予定であったが、令和３年度は財政非
常事態宣言に伴う事業の見直しによ
り、実施予定なし。

男女共同参画推進プラザ

イクボス宣言(3名)を実施し、男性職員の
育児休暇取得を促進した。

Ｂ 継続
イクボス宣言を実施し、男性職員の
育児休暇取得を促進する予定。

人事課

啓発用パンフレットの配布を通じて市内
事業所等に対して、適宜啓発を行った。

Ｂ 継続
啓発用パンフレットの配布を通じて
市内事業所等に対して、適宜啓発を
行う。

経済振興課

3
授乳及びおむつ替え
スペースやキッズ
コーナーの提供

授乳及びおむつ替え等の対応可能な施設を
「赤ちゃんの駅」として指定するとともに、新
たに公共施設を開設する場合は、キッズ
コーナーの設置を検討する。

「赤ちゃんの駅」について、ホームページ等
で周知を図った。

Ｂ 継続
令和２年度に引き続き、ホームペー
ジ等で周知を図る。

こども支援課

2
男性の育児休業取
得の推進

男性の育児休業取得を推進するため、事業
所及び市職員に対して啓発を行う。

備考 担当課

1
男女共同参画意識
の啓発

就業の場における男女共同参画意識の醸成
と浸透を図るため、事業所に対して啓発を
行う。また、男女共同参画に関する諸情報を
提供するとともに、市民の意識高揚と理解
を図るため講座や講演会等を開催する。

令和２年度実績 令和３年度予定

No. 事業名 事業内容



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅱ　すべての親が子育てを楽しみ、子どもと共に成長できることを応援するために

　基本施策２　子育てしやすい環境の整備

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容
備考 担当課

令和２年度実績 令和３年度予定

No. 事業名 事業内容

4
児童遊園、公園の整
備・充実

子どもの安全な遊び場を確保するため、児
童遊園、公園の整備・充実を図る。

公園等の整備及び施設のリニューアルを
行った。
《公園整備費用》　13,583,067円
⑴施設修繕料
1,362,156円
⑵遊具等撤去工事
764,060円
⑶都市公園等改良改修工事
11,456,851円
《児童遊園整備費用》　10,878,955円
⑴施設修繕料
2,206,050円
⑵児童遊園遊具等撤去工事
563,200円
⑶児童遊園改良改修工事
8,109,705円

Ｂ 継続
引き続き、都市公園、児童遊園等の
施設修繕及び改良改修を適切に行
う。

みどりと公園課

市内４３か所の集会所を利用に供した。 Ｂ 継続
市内４３か所の集会所を利用に供
する。

地域活動推進課

地域子育て支援センターにおいてサーク
ルの育成支援及び活動支援を実施した。

Ｃ
新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、休館による活動中止や
縮小を行ったため。

継続
新型コロナウイルスの感染状況を注
視しながら、感染防止を図った上で
実施する。

こども支援課

公民館を子育てサークルの活動の用に供
する。

Ｃ
新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、休館や時間短縮を行うこ
とがあったため。

縮小
新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、令和２年度に引き続き一部制
限を設けて運営する。

公民館を子育てサークルの活動の
用に供する。

中央公民館

子育て世代への支援として、スポーツ協会
の事業に参加する方のお子様（満10か月
から義務教育就学前まで）に対する保育
を行った。
全４コース（約年間３０回／コース）実施
し、延べ１１１名が参加した。

Ｃ
新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、４～６月のプログラムを
中止した。

廃止
財政悪化による新座市スポーツ協会
への補助金削減の影響により、事業
を廃止とする。

生涯学習スポーツ課

講座数　４講座
回数　７回
延べ参加者数　82人

主な事業：紙バンドで作るバスケット講座
等

Ｃ
新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、８月まで事業を中止し、
９月から定員を縮小し実施した。

縮小
新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、令和２年度に引き続き一部制
限を設けて開催する。

新型コロナウイルスの感染状況を注
視しながら、感染防止を図った上で
再開する。
講座数　１８講座
回数　３４回

中央公民館

6
講座等における預か
り保育の実施

子育て中の親が講座や体育教室に参加しや
すいように、預かり保育を実施する。

5
子育てサークル等へ
の活動の支援

公民館、児童センター、集会所などにおい
て、子育てサークルが活動する場所を提供
する。



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅱ　すべての親が子育てを楽しみ、子どもと共に成長できることを応援するために

　基本施策２　子育てしやすい環境の整備

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容
備考 担当課

令和２年度実績 令和３年度予定

No. 事業名 事業内容

乳幼児連れの親子が気兼ねなく図書館を利
用できるように「赤ちゃんタイム」を設ける。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、集団で行う「赤ちゃんタイム」は中止と
した。

Ｄ
新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、プログラムは中止とし
た。

継続
新型コロナウイルス感染症の流行
状況により、「赤ちゃんタイム」を実
施する。

中央図書館

乳幼児連れ親子を対象としたプラネタリウ
ム上映会を開催する。

ー Ｄ
プラネタリウムについて、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のため、
令和２年度中は上映を休止した。

継続
乳幼児連れ親子を対象としたプラ
ネタリウム上映会を開催する。

こども支援課

7
乳幼児親子が参加し
やすいプログラムの
提供



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅲ　地域で子どもや親の成長を支えるまちづくりを応援するために

　基本施策１　地域における子育て支援のネットワークづくり

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容

子育て中の親に必要な様々な情報（子育て
支援サービス、公共施設、幼稚園・保育園
等）を掲載した「子育て情報誌」を発行する
とともに、メールマガジンで子育てに関する
情報を配信する。

子育てに関する情報を集約した「子育
て情報誌」を年1回、4,000部発行
し、データ版を市ホームページに掲載
した。※広告掲載による無料発行のた
め、印刷製本費の執行はない。

Ｂ 継続

子育てに関する情報を集約した「子
育て情報誌」を年1回、4,000部発
行し、データ版を市ホームページに
掲載する。※広告掲載による無料
発行のため、印刷製本費の執行は
ない。

こども支援課

子育てに関する様々な資料を集約した「子
育て支援コーナー」を図書館に設置する。

中央図書館、福祉の里図書館、生涯学
習センター図書室に「子育て支援コー
ナー」を常設した。

Ｂ 継続

中央図書館及び福祉の里図書館に
設置してある「子育て支援コー
ナー」の資料の充実を図り、来館者
に向けて利用促進のためのPRを行
う。

中央図書館

2
ふれあい地域連絡協
議会活動への支援

地域ぐるみで子どもたちの健やかな成長を
図ることを目的に、地域内の学校、各種団
体、関係機関等によるふれあい地域連絡協
議会の活動を支援する。

各中学校区ふれあい地域連絡協議会
が行う活動に対し、補助金等の支援を
行った。

Ｃ
新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、団体の活動が縮小・中止
となった。

縮小
財政非常事態宣言を受け、補助金は例
年の50パーセントの額となった。

各中学校区ふれあい地域連絡協議
会が行う活動を支援する。

生涯学習スポーツ課

保育園の園庭を開放し、保育園の子どもと
地域の子どもがふれあいながら遊び、交流
を図る。

保育園の園庭開放を取りやめた。 Ｄ
新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止のため実施を中止した。

継続

保育園の園庭を開放し、保育園の
子どもと地域の子どもがふれあい
ながら遊び、交流を図る。　　　毎週
水曜日、9:30～11:00

保育課

地域の親子や高齢者が、もちつきなどの行
事やレクリエーションを通して、保育園の子
どもと交流を図る。

地域の親子や高齢者と保育園の子ど
も達の世代間・異年齢児による交流
を取りやめた。

Ｄ
新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止のため実施を中止した。

継続

地域の親子や高齢者と保育園の子
ども達が、餅つきなどの行事やレク
リエーションを通して、世代間・異年
齢児による交流を図る。

保育課

備考 担当課

1 子育て情報の提供

3
保育園における地域
との交流

令和２年度実績 令和３年度予定
No. 事業名 事業内容



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅲ　地域で子どもや親の成長を支えるまちづくりを応援するために

　基本施策１　地域における子育て支援のネットワークづくり

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容
備考 担当課

令和２年度実績 令和３年度予定
No. 事業名 事業内容

幼保小連携推進協議会の予定に沿っ
て、小学校教職員や保育士等が協力
し、小学校教育への移行や卒園まで
の達成目標等について協議する等の
研修を行う予定であったが、新型コロ
ナの影響により中止となった。また、
卒園前の園児が近隣の小学校を訪問
して交流体験を実施する予定であっ
たが、こちらも同じく中止となり、小
学校が作成した紹介DVDを各施設へ
配付する等の対応を行った。

Ｃ
新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止のため一部実施を中止し
た。

継続

幼保小連携推進協議会の予定に
沿って、小学校教職員や保育士等
が協力し、小学校教育への移行や
卒園までの達成目標等について協
議する等の研修を行う予定であっ
たが、令和２年度と同様に中止とな
る見込みである。また、卒園前の園
児が近隣の小学校を訪問する交流
体験については、新型コロナの感染
状況次第ではあるが、数回に分け
て行う等やり方を工夫することで
実施できないか検討している

保育課

各ブロックによる打合せの機会を設
定し、7月～12月を目安に各小学校
区を中心に連携事業を行った。
実績報告（交流実践事例集）、５歳児
向けリーフレットを作成、配布した。

Ｃ

全体研修会は、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため中止とした
が、連携事業の実践報告書の作成、
リーフレットの作成、配布は行った。

継続

オンラインによる、各ブロックによ
る打合せの機会を設定し、7月～
12月を目安に各小学校区を中心に
連携事業を行う。
実績報告（交流実践事例集）、５歳児
向けリーフレットを作成、配布する。

教育支援課

地域の子ども及び妊産婦が安心して暮らせ
るように、民生委員・児童委員が相談に応じ
るとともに、見守りや適切なサービスへの
橋渡しを行う。

市民からの相談に応じ、見守りや適切
なサービスへの橋渡しを行った。

Ｂ 継続
見守りや適切なサービスへの橋渡
しの実施。

福祉政策課

主任児童委員連絡会議の開催、児童福祉部
会での子育てに関する講演会や児童施設の
見学研修などにより、児童の健全育成に関
わる委員の資質向上を図る。

埼玉県の主催する研修へ参加し、各
委員の資質を高めた。
・主任児童委員オンライン研修　１回

Ｂ 継続
主任児童委員連絡会議の開催や主
任児童委員研修を通じ、各委員の
資質の向上に努める。

福祉政策課

３年に１度の一斉改選後には、活動内容（子
育て支援ほか）を紹介する「民生委員・児童
委員だより」を各家庭に配布する。

　各担当地域において、必要に応じて
「民生委員・児童委員だより」配布し
た。

Ｂ 継続
「民生委員・児童委員だより」を必要
に応じて、各家庭に配布する。

福祉政策課

4
幼保小交流研修会
の充実

小学校への円滑な移行や、卒園までの達成
目標等について幼稚園、保育園及び小学校
の職員が協議する。また、近隣の小学校に
卒園前の園児が訪問する交流体験を行う。

5
民生委員・児童委員
による児童健全育成
の取組



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅲ　地域で子どもや親の成長を支えるまちづくりを応援するために

　基本施策１　地域における子育て支援のネットワークづくり

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容
備考 担当課

令和２年度実績 令和３年度予定
No. 事業名 事業内容

6

地域における学校外
活動（新座っこぱ
わーあっぷくらぶ）
の運営

地域の教育力の活性化と子どもたちの地域
における学校外活動の一層の充実を図るた
めに、地域住民の協力により自然体験、社会
体験、スポーツなどの体験活動や、学習活動
を実施する様々なクラブを運営する。

市内の市立小学校１６校の特別活動
教室や体育館、児童センターなどを会
場として、文化、学習、スポーツのジャ
ンルで３１のクラブを開設し、年間を
通じて活動を行った。延べ参加登録
者数５６６人。

Ｃ

当初は６月～翌年３月に実施する
予定だったが、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、９月～翌
年２月に変更して実施した。

縮小

当初は６月～翌年３月に実施する予定
だったが、新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、９月～翌年２月に変更し
た実施する。

市内の市立小学校１６校の特別活
動教室や体育館、児童センターなど
を会場として、文化、学習、スポーツ
のジャンルで２８のクラブを開設
し、年間を通じて活動を行う。参加
登録者数４９２人。（７月１３日現在）

生涯学習スポーツ課

7
青少年市民会議の
活動の推進

青少年の健全な育成を市民総ぐるみで推進
することを目的に、この会議の趣旨に賛同
する者、青少年関係団体、関係機関をもって
組織し、心の声かけ運動など様々な活動を
行う。

・青少年健全育成啓発ちらしを市内全
小中学生に配布した。
・新座っ子家庭教育７か条を新１年生
及び３歳児のいる家庭に配布した。

Ｄ

新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、以下の事業を中止した。
・心の声かけ運動（年２回）
・ＪＦＡこころのプロジェクト「夢の教
室」
・ファミリー名作映画会

廃止

発足後３０年が経過し、青少年を取り巻
く環境は大きく変化し、主体団体がなく
とも青少年の健全育成を果たすことが
できるのではないかと考えられ、団体
解消となった。

生涯学習スポーツ課

8
PTA・保護者会連合
会活動への支援

市内公立小・中学校の保護者及び教職員が
一体となり、児童・生徒の福祉の増進と学校
教育の振興に寄与するとともに、会員相互
の研修と連絡協議を図ることを目的とした
「新座市PTA・保護者会連合会」の様々な活
動を支援する。

保護者と教職員が一体となり、児童
生徒の福祉の増進と学校教育の振興
に寄与するとともに、会員相互の研修
と連絡強調を図ることを目的とした
新座市ＰＴＡ・保護者会連合会に対し、
補助金の交付のほか、様々な活動を
支援した。

Ｂ 縮小
財政非常事態宣言をうけ、補助金は例
年の50パーセントの額となった。

「新座市PTA・保護者会連合会」に
対し補助金を交付するとともに、
様々な活動を支援していく。

生涯学習スポーツ課

9

学校・保護者・地域に
よる学校づくりの推
進（コミュニティ・ス
クール）

地域ぐるみで児童の安全・健全育成を目指
し、学校評議員、PTA、学校応援ボランティ
ア団体等の活性化を進め、学校を総合的に
支援する学校運営協議会の充実に取り組
む。

新座市内にある全小・中学校が、コ
ミュニティ・スクールとなり、学校運営
協議会を実施した。
１２月21日は、講演会を実施した。

各小・中学校にとって、地域と一体と
なった学校づくりは、教育効果が高い
ものである。そのために、本事業の推
進は、大変意義深い。

Ｂ 継続

新座市内にある全小・中学校が、コ
ミュニティ・スクールとなり、学校運
営協議会を実施する。
１２月に講演会を実施予定であり、
モデル校に実践発表いただく予定
である。

令和２年度の事業により、各小・中
学校が、地域と一体となった学校づ
くりを確実に進めていくための原
動力となっている。
令和３年度、学校運営協議会の質的
高まりを期待すべく、２校をモデル
校として委嘱研究に取り組ませる。

学務課



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅲ　地域で子どもや親の成長を支えるまちづくりを応援するために

　基本施策１　地域における子育て支援のネットワークづくり

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容
備考 担当課

令和２年度実績 令和３年度予定
No. 事業名 事業内容

10

保護者・地域住民に
よるボランティア活
動の推進（学校応援
団）

学校において学習活動、安心・安全確保、環
境整備などを行う保護者・地域住民による
ボランティア活動を推進する。

学校における学習支援活動、安心・安
全確保、環境整備などについてボラン
ティアとして協力・支援を行う保護者・
地域住民の活動を推進する。

Ｃ
新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、活動が縮小した。（年間全
活動人数延べ45,251人）

継続

学校における学習支援活動、安心・
安全確保、環境整備などについて
ボランティアとして協力・支援を行
う保護者・地域住民の活動を推進す
る。

教育支援課

11
住民による支えあい
の仕組づくり

既存の社会資源を活用しながら、「自助」「互
助」を基本とした子ども、高齢者、障がい者
等、誰もが関わる住民主体による生活支援
が創出されるよう「生活支援コーディネー
ター」の配置等の取組を進める。

第１層協議体１か所、第２層協議体６
か所を設置するとともに、生活支援
コーディネーターを第１層に１人、第２
層に６人配置し、支え合いの仕組みづ
くりを推進した。
また、地域の支え合いづくりに向けた
事業の周知、地域資源の調査等を
行った。
・協議体開催回数
　第１層協議体　　２回
　第２層協議体　２６回

Ｂ 継続

第１層協議体１か所、第２層協議体
６か所を設置するとともに、生活支
援コーディネーターを第１層に１人、
第２層に６人配置し、支え合いの仕
組みづくりを推進する。
また、地域の支え合いづくりに向け
た事業の周知、地域資源の調査等
を行う。

福祉政策課

12
母子愛育会活動への
支援

母と子の保健を中心に地域の子育て支援を
推進している母子愛育会の活動を支援す
る。

地域の子育て支援活動として、集会
所や公民館で「母と子のつどい」や
「応急処置講習会」、「子育て講演会」
等を開催予定だったが、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため、市民参
加の事業は中止し、役員会や定例会
等会員のみの活動となった。

Ｃ
新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、「母と子のつどい」等の
市民対象の事業は中止した。

縮小
新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、事業は参加人数や回数を制限し
て開催。

「母と子のつどい」年8回
「応急処置講習会」年１回
「子育て後援会」年１回
他　役員会、定例会等実施する。

保健センター

13
食生活改善推進員
協議会活動への支援

健康づくり及び食育を推進している食生活
改善推進員協議会の活動を支援する。

食生活改善推進員協議会の定例会、
各種料理講習会は、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため中止した
が、役員会のみ実施した。

Ｃ
新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、各種料理講習会等の市
民対象の事業は中止した。

縮小

新型コロナウイルス感染症拡大防止及
び財政非常事態宣言による補助金削減
のため、定例会はカリキュラムを変更し
て実施し、各種料理教室は回数と募集
人数を制限して開催。

食生活改善推進員協議会の定例会
10回は、調理実習を中止し、勉強
会として実施する。
食生活改善推進員協議会の開催す
る各種料理教室は、回数と募集人
数を制限して開催する。
手打ちうどん講習会2回
メタボ予防料理教室2回
野菜料理講習会1回
和食で家庭料理教室1回

保健センター



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅲ　地域で子どもや親の成長を支えるまちづくりを応援するために

　基本施策１　地域における子育て支援のネットワークづくり

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容
備考 担当課

令和２年度実績 令和３年度予定
No. 事業名 事業内容

14
食育推進リーダーの
活動への支援

地域での食育を支援している、にいざ食育
推進リーダーの活動を支援する。

にいざ食育推進リーダーの定例会、野
菜レシピ作成、食育教室は、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のため中
止した。
3歳児健診が個別健診となっため、栄
養士及びにいざ食育推進リーダーに
よる食育紙芝居は中止となった。
活動班の各班の代表と打合せを実施
した。

Ｃ
新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、中止した。

縮小

新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、定例会は回数を減らして実施し、
3歳児健診での食育紙芝居は中止。
食育教室と野菜レシピ作成は、実施する
か検討中。

にいざ食育推進リーダーの定例会
は、年10回を9回に減らして実施す
る。
3歳児健診は集団健診を再開する
が、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、食育紙芝居は中止。
食育教室、野菜レシピ作成は、実施
するか検討中。

保健センター



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅲ　地域で子どもや親の成長を支えるまちづくりを応援するために

　基本施策２　青少年を支援する取組

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容

1 青少年団体への助成
子ども会連合会等の青少年の健全な育成と
青少年教育の振興に資することを目的とし
た活動団体に対して助成を行う。

青少年の健全な成長に必要な資質の
習得の機会を図っている団体に対し
て助成を行った。

Ｃ
新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、団体の活動が縮小・中止
となった。

縮小
財政非常事態宣言を受け、補助金は例
年の５０パーセントの額となった。

青少年育成推進員会等の青少年の
健全な育成と青少年教育の振興に
資することを目的とした活動団体
に対して助成を行う。

生涯学習スポーツ課

若年妊産婦への相談、訪問を実施す
るとともに、思春期に関する相談時に
は、関係機関への相談や病院受診等
を勧奨した。

Ｂ 継続

引き続き、若年妊産婦への相談、訪
問を実施するとともに、思春期に関
する相談時には、関係機関への相
談や病院受診等を勧奨する。

保健センター

教育相談室に教育相談員４人と学校
カウンセラー２人、スクールソーシャル
ワーカー１名を配置し、特に学童期･
思春期における心の問題について電
話や来談による相談体制の充実を
図った。

令和２年度教育相談室相談件数  ２，
７５８件

Ｂ 継続

引き続き、教育相談室に教育相談
員４名と学校カウンセラー3名、ス
クールソーシャルワーカー2名を配
置し、特に学童期･思春期における
心の問題について電話や来談によ
る相談体制の充実を図る。

教育相談センター

3
いじめ等の青少年の
問題行動への対策

いじめ等の青少年の問題行動へ対応するた
めに、各中学校にさわやか相談室を開設し、
相談活動を行うとともに、教師がカウンセリ
ングマインドを持って積極的な生徒指導を
行うよう学校カウンセリング研修会を開催
する。

中学生及びその保護者等からの述べ
相談件数 ８,４０７件

Ｂ 継続

各中学校にさわやか相談室を開設
し、６人のさわやか相談員が相談活
動を行うとともに、教師がカウンセ
リングマインドを持って積極的な生
徒指導が行えるよう学校カウンセリ
ング研修会を開催する。

教育相談センター

4
職場体験学習事業
の推進

キャリア教育の視点である「生きること、学
ぶこと、働くこと」の大切さを学習する機会
とするため、全市立中学校の２年生が３日
間、地域の中で様々な職場体験学習活動に
取り組む。

令和2年度については、事業を中止と
した。

Ｄ
新型コロナウイルス感染拡大防止
のため。

休止又は中
止

新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め。

令和３年度についても、事業を中止
とした。

教育支援課

備考 担当課

2
思春期保健に関する
相談の実施

学童期・思春期における心の問題に関する
相談に応じる。

令和２年度実績 令和３年度予定
No. 事業名 事業内容



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅲ　地域で子どもや親の成長を支えるまちづくりを応援するために

　基本施策３　安心して外出できる環境の整備

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容

陣屋通りの歩道整備及び伊豆殿橋へ
人道橋を整備した。

Ｂ 継続
陣屋通り（上野高校側）の歩道整備
を実施する。

道路課

なし Ｂ 継続

実施予定にしてはいるが、大規模改
修工事等が計画上ないため、具体
的な実施予定はない。その都度対
応する案件が発生した際に対応す
ることとなる。

教育総務課

市内通学路の交差点等に交通指導員を配置
する。

小学生やその他の歩行者の交通安全
を図るため、市内通学路の交差点等
に交通指導員を配置した。
交通指導員報酬：28,931,100円
交通マナー案内委託：14,601,177
円

Ｃ

交通マナー案内委託については、
新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から、勤務を行わなかっ
た箇所があったため。

継続
小学生やその他の歩行者の交通安
全を図るため、市内通学路の交差
点等に交通指導員を配置する。

交通防犯課

小学１年生全員を対象に交通安全教室を実
施する。
元気の出るまちづくり出前講座として幼稚
園、保育園、小・中学校等の要望に応じて交
通安全教室を開催する。

小学校新入学児童に対して交通安全
のリーフレット及び反射リストバンド
を配布し、啓発活動を行った。
小学校等から要求があった際は交通
安全のＤＶＤを貸出し、交通ルールの
周知に努めた。

Ｃ

新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から交通安全教室は全て
中止となったため、啓発品の配布
等に規模を縮小したため。

継続

正しい横断歩道の渡り方を学ぶ交
通安全教室を小学校新入学児童全
員を対象に実施する。
元気の出るまちづくり出前講座と
して幼稚園、保育園、小・中学校等
の要望に応じて交通安全教室を開
催する。

交通防犯課

交通安全推進協議会が四半期ごとに交通安
全運動、交通事故防止運動を実施する。

市、新座警察署を始めとする交通安
全関連団体、機関により組織する交
通安全推進協議会により、四半期ご
とに交通安全運動、交通事故防止運
動を実施した。

Ｃ

新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から街頭啓発活動は全て
中止とし、広報活動のみを実施した
ため。

継続

市、新座警察署を始めとする交通
安全関連団体、機関により組織する
交通安全推進協議会により、四半
期ごとに交通安全運動、交通事故
防止運動を実施する。

交通防犯課

2
交通安全推進・啓発
の取組

備考 担当課

1
公共施設等のユニ
バーサルデザイン化
の推進

埼玉県福祉のまちづくり条例の規定に基づ
き、道路や公共施設のユニバーサルデザイ
ン化を進める。
障がいのある児童・生徒に対応するため学
校施設のバリアフリー化を進める。

令和２年度実績 令和３年度予定

No. 事業名 事業内容



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅲ　地域で子どもや親の成長を支えるまちづくりを応援するために

　基本施策３　安心して外出できる環境の整備

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容
備考 担当課

令和２年度実績 令和３年度予定

No. 事業名 事業内容

交通事故等の防止のため、電柱等に交通安
全に関する看板を設置するとともに、道路
照明灯を整備する。

交通事故等の防止のため、電柱等に
交通安全に関する看板を設置した。

Ｂ 継続
交通事故等の防止のため、電柱等
に交通安全に関する看板を設置す
る。

交通防犯課

交通事故等の防止のため、電柱等に交通安
全に関する看板を設置するとともに、道路
照明灯を整備する。

夜間の交通事故防止のため、必要に
応じて、道路照明灯を整備した。
設置基数：１４基
設置工事額：１，７９６，０８０円

Ｂ 継続
夜間の交通事故防止のため、必要
に応じて、道路照明灯を整備する。

道路課

生活道路での安全確保のため、新座警察署
と連携し、車両の進入抑制、速度抑制を図
る。

生活道路での安全確保のため、新座
警察署と連携し、車両の進入抑制・速
度抑制を図った。

Ｂ 継続
生活道路での安全確保のため、新
座警察署と連携し、車両の進入抑
制・速度抑制を図る。

交通防犯課

4
市立小・中学校学校
防災マニュアルの活
用

災害時における学校の教職員、児童・生徒
の基本行動について、マニュアルを活用して
共通理解を図る。

災害時における学校の教職員、児童
生徒の基本行動について共通理解を
図る。台風等、風水害に係るマニュア
ル及び避難所開設に係るマニュアル
を整備し、改訂する。

Ｂ 継続
災害時における学校の教職員、児
童生徒の基本行動について共通理
解を図る。

教育支援課

3
交通事故防止等の
取組



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅲ　地域で子どもや親の成長を支えるまちづくりを応援するために

　基本施策４　子どもを犯罪等の被害から守るための取組の推進

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容

1
非行防止等の児童
健全育成事業の充
実

非行防止啓発活動、文化、スポーツ等コミュ
ニティ活動、青少年活動指導者の育成等を
通じた健全育成対策を推進する。また、子ど
もの権利を侵害する児童買春、児童ポルノ
等を防止するための意識啓発を図る。

青少年育成推進員会、青少年相談員
協議会の実施する各種イベントを通
じ、青少年健全育成活動を推進する。
（一部イベントは中止）

Ｄ
新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、対面する啓発活動やイベ
ントを中止した。

縮小
新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、対面する啓発活動やイベントを中
止した。

青少年育成推進員会、青少年相談
員協議会の実施する各種イベントを
通じ、青少年健全育成活動を推進
する。

生涯学習スポーツ課

2
情報モラル教育の推
進

市立小・中学校において、情報モラル教育を
推進する。

「情報モラル教育」を扱った授業の推
進を図り、授業参観時に公開するなど
し、家庭への普及啓発を図った。

年間計画に位置付け、計画的に情報
モラル教育を進めるとともに、警察や
企業と連携し、授業公開や配布物な
どで家庭への啓発を行った。

Ｂ 継続

「情報モラル教育」を扱った授業の
推進を図り、授業参観時に公開する
などし、家庭への普及啓発を図る。

ＧＩＧＡスクール構想の実現に向け、
１人１台の可動式コンピュータが整
備され、活用も増えている。児童生
徒に正しい知識と情報を伝えるた
の情報モラル教育は大変重要であ
り、合わせて家庭での活用も増える
中、家庭への啓発も今後さらに重
要である。

教育支援課

安心・安全なまちづくりのため、警察、学校、
地域の市民などと連携し、子ども１１０番の
家の設置や学校付近のパトロール活動を実
施する。

青少年育成推進員会等が市内の大型
店舗等の見守りパトロールを実施し
た。

Ｃ
新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、実施人数等規模を縮小
した。

継続
青少年育成推進員会等が市内の大
型店舗等の見守りパトロールを実
施する。

生涯学習スポーツ課

安心・安全なまちづくりのため、警察、学校、
地域の市民などと連携し、子ども１１０番の
家の設置や学校付近のパトロール活動を実
施する。

保護者や地域の市民、学校、警察など
と連携し「子ども110番の家の設置」
や「学校付近のパトロール活動」を
行った。

Ｃ
新型コロナウイルス感染拡大防止
のため規模を縮小した。

継続

保護者や地域の市民、学校、警察な
どと連携し「子ども110番の家の設
置」や「学校付近のパトロール活動」
を行った。

教育支援課

また、ＰＴＡ保護者会、町内会の防犯活動を
支援するとともに、防犯灯を設置・管理する
町内会に補助金を交付する。

町内会、ＰＴＡ・保護者会等の自主防犯
パトロール団体に対する支援として、
パトロール用資機材を貸与するなど、
防犯活動を支援した。

Ｂ 縮小
事業見直しにより、令和３年度は貸与す
る敷材購入に係る予算計上をしないこ
ととした。

団体の希望に応じ在庫のある分の
み貸与を行う。

交通防犯課

また、ＰＴＡ保護者会、町内会の防犯活動を
支援するとともに、防犯灯を設置・管理する
町内会に補助金を交付する。

防犯灯設置費補助金４７１，７６５円、
防犯灯維持管理費補助金
６，３７６，０３３円を交付した。

Ｂ 縮小
新型コロナウイルス感染症の影響によ
る危機的財政状況のため防犯灯設置費
補助金を休止する。

【令和３年度予算額】
防犯灯設置費補助金０円
防犯灯維持管理費補助金６，３２７，
０００円

地域活動推進課

備考 担当課

3 防犯対策の充実

令和２年度実績 令和３年度予定
No. 事業名 事業内容



第２次新座市子ども・子育て支援事業計画　進捗状況管理票

　基本目標Ⅲ　地域で子どもや親の成長を支えるまちづくりを応援するために

　基本施策４　子どもを犯罪等の被害から守るための取組の推進

内容 進捗度 理由 実施予定 理由 内容
備考 担当課

令和２年度実績 令和３年度予定
No. 事業名 事業内容

4
学校における安全管
理の取組

学校の安全管理を図るため、不審者対応マ
ニュアルを作成し、市立小・中学校に配布す
る。

学校の安全管理を図るため、全校に
おいて不審者対応マニュアルを見直
し、研修会の充実を図った。

Ｂ 継続
学校の安全管理を図るため、全校
において不審者対応マニュアルを
見直し、研修会の充実を図る。

教育支援課


